
平
成
四
年
一
月
二
十
八
日
受
領 

答

弁

第

八

号 

   
衆
議
院
議
員
吉
田
正
雄
君
提
出
植
物
新
品
種
の
保
護
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
二
二
第
八
号 

平
成
四
年
一
月
二
十
八
日 

衆

議

院

議

長 
櫻 
内 

義 

雄 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

宮 

澤 

喜 

一 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
吉
田
正
雄
君
提
出
植
物
新
品
種
の
保
護
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

先
の
内
閣
衆
質
一
二
一
第
一
一
号
（
平
成
三
年
十
月
二
十
二
日
付
け
）
の
答
弁
書
（
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い

う
。
）
の
一
の

1
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
、
種
苗
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
五
号
）
に
お
い
て 

は
、
品
種
登
録
に
よ
る
育
成
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
の
法
的
措
置
と
し
て
差
止
請
求
権
及
び
損
害
賠
償 

 

請
求
権
を
認
め
る
ほ
か
、
刑
事
罰
に
つ
い
て
も
規
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、
品
種
登
録
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
育
成 

 

者
の
法
的
地
位
は
い
わ
ゆ
る
反
射
的
利
益
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
育
成
者
の
法
的
地
位
は
、
登
録
品
種 

 

の
種
苗
の
有
償
譲
渡
等
に
つ
い
て
の
独
占
的
地
位
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
権
利
と
い
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ 

 
 

る
。 

三
に
つ
い
て 



四
に
つ
い
て 

五
の
2
に
つ
い
て 

五
の
1
に
つ
い
て 

前
回
答
弁
書
の
二
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
、
種
苗
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
五
号
の
規
定 

 
 

は
、
登
録
品
種
の
育
成
を
す
る
方
法
に
つ
い
て
の
特
許
権
を
有
す
る
者
又
は
そ
の
特
許
に
つ
き
専
用
実
施
権
若 

 

し
く
は
通
常
実
施
権
を
有
す
る
者
と
当
該
品
種
の
品
種
登
録
者
と
の
調
整
を
図
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
も 

 

の
で
あ
っ
て
、
物
に
つ
い
て
の
特
許
権
者
と
品
種
登
録
者
と
の
関
係
を
調
整
す
る
規
定
は
現
在
設
け
ら
れ
て
い 

 

な
い
。 

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
四
十
九
条
第
二
号
は
、
出
願
時
点
で
同
号
に
該
当
す
る
条 

約
が
あ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。 

審
査
官
は
、
個
別
の
出
願
に
つ
い
て
、
法
令
に
従
っ
て
審
査
を
行
っ
て
い
る
。 

四 

 



五
の
3
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

前
回
答
弁
書
の
三
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
、
植
物
新
品
種
に
つ
い
て
特
許
が
与
え
ら
れ
る
こ
と 

 

は
事
実
上
ま
ず
な
い
こ
と
を
背
景
と
し
て
な
さ
れ
た
昭
和
五
十
七
年
四
月
九
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
及
び
昭 

 

和
五
十
九
年
三
月
二
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
答
弁
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
も
変
更
は
な 

 

い
。 前

回
答
弁
書
の
四
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
、
御
指
摘
の
よ
も
ぎ
案
件
は
、
千
九
百
七
十
二
年
十 

 

一
月
十
日
及
び
千
九
百
七
十
八
年
十
月
二
十
三
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
改
正
さ
れ
た
千
九
百
六
十
一
年
十
二
月
二 

 

日
の
植
物
の
新
品
種
の
保
護
に
関
す
る
国
際
条
約
（
昭
和
五
十
七
年
条
約
第
十
一
号
。
以
下
「
Ｕ
Ｐ
Ｏ
Ｖ
条
約
」
と

い
う
。
）
が
我
が
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
以
前
の
特
許
出
願
で
あ
り
、
よ
も
ぎ
案
件
へ
の
特
許
の
付
与
は
条
約

上
の
問
題
を
生
じ
な
い
。 

五 

 



 

六 

Ｕ
Ｐ
Ｏ
Ｖ
条
約
を
国
内
で
実
施
す
る
た
め
の
種
苗
法
に
お
い
て
、
種
苗
と
ほ
、
細
胞
及
び
カ
ル
ス
を
含
め
、 

 

植
物
体
の
全
部
又
は
一
部
で
繁
殖
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
こ
こ
で
繁
殖
と
は
、
通
常
、
植
物
体
の
個 

 

体
数
の
増
加
を
い
う
が
、
芽
、
茎
、
根
等
植
物
体
の
一
部
で
あ
っ
て
も
こ
れ
ら
の
数
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
植 

 

物
体
の
個
体
数
の
増
加
と
解
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
植
物
体
の
全
部
を
つ
く
る
こ
と
を
要
件
と 

 

し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。 

し
た
が
っ
て
、
細
胞
及
び
カ
ル
ス
が
植
物
体
の
全
部
を
再
生
す
る
目
的
に
使
用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て 

 
 

も
、
品
種
登
録
制
度
に
お
け
る
育
成
者
の
権
利
の
効
力
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
場
合
が
あ
る
。 




